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【別紙３】位置図（構成資産候補位置と適用される法規制等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大浦天主堂ほか４資産（１～５）は、 
重要伝統的建造物群保存地区内に所在
している。 
さらに周辺は、現在、長崎市都市景観条
例（自主条例）で保護されている。 
なお、今年度中に景観法に基づく景観条
例の制定を目指しており、資産周辺は景
観形成重点地区に定める予定。 

○日本二十六聖人殉教地(６)は、長崎市都市
景観条例の一般地区にある。 
なお、今後は、景観法に基づく景観条例
の景観形成重点地区に定める予定。 
 

※緩衝地帯の範囲については、今後議論を
深めた上で決定する。 

○外海の文化的景観(7)は、重要

文化的景観の選定に向けて調

査中。 
 
○出津教会(8)、旧出津救助院(9)

は、重要文化的景観（選定に向

け調査中）内に所在する。 
 
○大野教会堂(10)は、今後、周辺

を景観法に基づく景観条例の

景観形成重点地区に定める予

定。 
 
 
※緩衝地帯の範囲については、今

後議論を深めた上で決定する。 
 

長崎市外海地区 

７．外海の文化的景観

凡例
構成資産候補（建造物・史跡）

文化財保護法（重要伝統的建造物群保存地区）
 
     景観条例 （景観形成地区） 

凡例

  構成資産候補（建造物）

  文化財保護法 
（重要文化的景観－調査中） 

●

●

６.日本二十六聖人 
殉教地（県指定）

長崎市中心部 

10. 大野教会堂（国重文） 

１．大浦天主堂（国宝） 

２．旧羅典神学校（国重文）

３．旧大司教館 

４．旧伝道師学校跡 
５．開国後のキリスト教 
信仰と布教の拠点 

８．出津教会（県指定） 
 

９．旧出津救助院（国重文）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日野江城跡(11)・原城跡(12)・吉利支丹

墓碑(13)は、周辺を景観法に基づく景観条

例で保護している。今後はさらに、重点地

区に定める予定。 

※緩衝地帯の範囲については、今後  

議論を深めた上で決定する。 

 
○黒黒島の文化的景観(14)は、H23 年１月に重要文

化的景観の選定申出を予定。 

○黒島天主堂(15)は、重要文化的景観(H23.1 選定

申出予定)内に所在する。 

※緩衝地帯の範囲については、今後議論を深めた
上で決定する。 

○田平天主堂(16)は、周辺を景

観法に基づく景観条例の重

点地区として保護している。

○平戸島の文化的景観(17)は、

重要文化的景観に選定され

ている。 

○中江ノ島(18)・宝亀教会(19)

は、重要文化的景観内に所在

する。 

※緩衝地帯の範囲については、

今後議論を深めた上で決定

する。 

佐世保市 

南島原市 

凡例

  構成資産候補（国史跡）

   文化財保護法（国史跡） 

11.日野江城跡（国史跡） 

13.吉利支丹墓碑
（国史跡）

凡例
  構成資産候補（建造物）

  文化財保護法 
（重要文化的景観選定申出予定）

14.黒島の文化的景観 

凡例
  構成資産候補（建造物）

文化財保護法（重要文化的景観） 
    景観法（景観条例重点地区） 
 
    自然公園法（普通地域） 

※海域のみ表示 

平戸市 

●

●

●

17.平戸島の文化的景観 

18.中江ノ島 

16.田平天主堂
（国重文）

19.宝亀教会 
（県指定）

1２.原城跡（国史跡） 

15.黒島天主堂 
（国重文）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小値賀の文化的景観(20)は、重要文化的景

観に選定されているが、野崎島について

は、H23 年 1 月に追加選定の申出を予定。

○旧野首教会(21)は、重要文化的景観（H23.1

追加選定申出予定）内に所在する。 

※緩衝地帯の範囲については、今後議論を 

深めた上で決定する。 

○上五島の文化的景観(22)は、

重要文化的景観の選定に向

けて調査中。 
 
○頭ヶ島天主堂(23)は、重要文

化的景観（選定に向けて調査

中）内に所在する。 
 
○青砂ヶ浦天主堂(24)・大曾教

会(25) は、周辺を景観法に基

づく景観条例で保護してい

る。 

 

※緩衝地帯の範囲については、

今後議論を深めた上で決定

する。 

新上五島町 

凡例
   構成資産候補（建造物） 

  文化財保護法 
（重要文化的景観追加選定申出予定） 
  

     自然公園法（普通地域）※海域のみ表示

20.小値賀の文化的景観 

小値賀町 

22.上五島の文化的景観 

24.青砂ヶ浦天主堂 
（国重文） 

25.大曾教会（県指定） 

凡例

   構成資産候補（建造物）

  文化財保護法 
（重要文化的景観－調査中） 

 
     自然公園法（普通地域）  

※海域のみ表示 

●

●

●

21.旧野首教会 
（県指定） 

23.頭ヶ島天主堂 
（国重文） 



 

 

 

 
○下五島の文化的景観(26)は、H23 年 1 月に重要文化的景観の選定申出を予定。 
 
○旧五輪教会堂(27)は、重要文化的景観(H23.1 選定申出予定)内に所在する。 
 
○堂崎教会(28)・江上天主堂(29)は、周辺を景観法に基づく景観条例で保護している。 
 
※緩衝地帯の範囲については、今後議論を深めた上で決定する。 

 

五島市 

26.下五島の文化的景観 

28. 堂崎教会 
 （県指定）

29.江上天主堂 
（国重文）

凡例

  構成資産候補（建造物）

  文化財保護法 
（重要文化的景観選定申出予定） 

 
    自然公園法（普通地域）※海域のみ表示

●

27.旧五輪教会堂 
（国重文）
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